
令和５年１０月１日現在

当センターでは坂戸市と連携した事業として、
空き家等が放置され、管理不全な状態となること
を防止するため、坂戸市と空き家等の適正管理に
関する協定を 締結いたしました。
この協定は坂戸市と当センターが相互に連携・

協力し、市内の空き家等の適正管理を進めること
により、良好な生活環境の保全及び安全で安心な
まちづくりの 推進に寄与することを目的として
います。
業務内容は、空き家の見回り、除草、植木の剪

定、小修繕などがありますので、ぜひご利用くだ
さい。また、迷ったら気軽にご相談下さい。

【料金の参考例】

◇見回り （年４回） １０，８００円 （税込み）

（年６回） １２，８４０円 （同 上）

◇除草 １日当り基準単価 ６，７２０円 （別途事務費８％＋材料費）

◇植木の剪定、小修繕は、

１日当り基準単価 ８，３６０円 （別途事務費８％＋材料費）
※ 契約料金については、空き家の状態によって料金が変わってきますので、

実際に現場を確認して見積書を作成いたします。
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